
「特別支援学校における医療的ヶアに関する基礎資料」 (抜粋)

平成21年 7月 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

´      特別支援学校における医療的ケア実施体制について

特別支援学校 (以 下 「学校」 とい う。)に お ける 日常的 。応急的手当 (い わゆる

「医療的ケア」)の 対応 に当たつては、次 のよ うな条件が整 った学校 で行 うこ とが

望ま しい。

(1)学校における体制整備

0 学校長が最終的な責任 を持って安全の確保のための体制の整備 を行 うため、

学校長の統括の下で、養護教諭、実施教員等の関係者か らなる校 内委員会 が設

置 されていること。

② 看護 師資格のある者 (以 下 「看護師Jと い う。)が適正に配置 され 、幼児児

童生徒 (以 下 「児童生徒等」 とい う。)に対す る個別の医療環境 に関与す るだ

けでな く、上記校内委員会への参加 など学校内の体制整備 に看護 師が関与す る

ことが確保 され ること。

③ 医療的ケアを学校が対応す る場合 は、保護者の理解及び同意 が前提条件 であ

ること。

④ 医療的ケアが必要な児童生徒等 については、主治医又 は主治 医の承認の下に

学校 が依頼 した指導医 (以 下 「主治医等」 とい う。)に よる医療面 の管理 体制

が整 つていること。

⑤ 学校 内には、対象 となる児童生徒等がいる時間は看護師を 1名 以上常駐 させ

ること。

医療的ケアは看護師による対応 を優先 させることを原則 とす ること。

医療的ケアは、その性格 上、対象 となる児童生徒等の健康状態 、医師等 の健

康診断の下に適切 な医療的管理体制が必要 となること。

⑥ 万一異常が生 じた場合 に、主治医等及び保護者 との連絡 を円滑に行 うことが

できるよ うにす ること。

⑦ 教員 が 日常的 。応急 的手 当を行 う場合 、当該行為は緊急時 を除 き、対象 とな

る児童生徒等 に限 り認 め られた ものであることを当該教員に対 して認識 させ る

とともに、非医療関係者が行 うことにかんがみ、教員の十分 な理解 を得 るよ う

にす ること。

③ 医療的ケアを学校 が看護師や教員 に行 わせることに関す る保護者や主治医、

その他外部の関係者 とのや りと りは、校長名 の文書で行 うこと。

⑨  ヒヤ リハ ッ ト事例の蓄積・分析 な ど、主治医等や看護師の参加 の下で、定期

的な実施体制の評価 、検証 を行 うこと。            ´
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⑩ 緊急時の対応の手順があらか じめ定められ、その訓練が定期的なされている

こと。

① 校内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。

(2)地域における体制整備

① 医療機関、保健所、消防署等地域の関係機関との 日頃からの連絡体制が整備

されていること。

② 都道府県教育委員会等においては、総括的検討・管理が行われ る体制の整備

が継続的になされていること。

(3)主治医との関係

① 健康状況について十分把握できるよう、事前に主治医から対象 となる児童生

徒等に関する病状について説明を受けておくこと。

② 看護師が書面による必要な指示を主治医から受けていること。また、教員が

日常的・応急的手当を行 う場合については、主治医がそのことを書面により同

意 していること。なお、定期的または適宜、主治医との間で当該児童生徒等に

関 して連絡を取 り合 うこと。

③ 事前に 当該行為にっいて、主治医から十分説明を受けていること。

④ 当該行為の結果について、主治医に定期的に報告すること。

⑤ 万一異常が認められた場合、主治医に速やかに連絡をとり、その指示の下に

適切な対応をとること。

(4)保護者 との関係
'

① 看護師及び教員による対応に当たつては、医療的ケアの実施を学校に依頼す

る旨の保護者からの申請を書面で提出させ ること。

② 前項の申請は、看 .~3師及び教員の対応能力には限 りがあることを学校が保護

者に対 して十分説明の上、保護者がこの点について正 しく理解 していることが

前提であること。

③ 健康状況について十分把握できるよう、事前に保護者から対象 となる児童生

徒等に関する病状についての説明を受けておくこと。

④ 対象 となる児童生徒等の病状について、当該児童生徒等が登校する日には、

連絡帳等により、保護者 との間で十分に連絡を取 り合 うこと。

⑤ 万一異常が認められた場合、保護者に速やかに連絡をとり、対応について相

談すること。
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⑥ 医療的ケア を学校が行 うことについて、書面によ り対象 となる児童生徒等の

保護者の同意 を得ていること。

(5)事前の一般的研修

学校が 日常的 。応急的手当を教員に行わせるに当たつては、学校は当該教員

に日常的 。応急的手当のための一般的研修を受けさせること。その際、日常的 。

応急的手当の各行為についての一般的なマニュアルが作成 され適宜更新 されてい

ること。なお、看護師も、必要に応 じ、当該研修を受けるようにすること。

(6)当該児童生徒等に係る日常的 。応急的手当の研修

① 学校が教員に対 して日常的・応急的手当を行わせ るに当たっては、主治医等

の行 う当該児童生徒等に対する日常的・応急的手当の研修を、当該児童生徒等

の保護者の立ち会いの上、受けさせること。なお、看護師も当該研修を受ける

こと等により、当該児童生徒等の病状及び個別的な留意点の把握に努めること。

② ①の研修は、主治医等が、当該研修の結果当該教員が 日常的 。応急的手当を

行 うことが可能 と判断した場合に、これを修了する。

③ 学校は、主治医等から、①の研修により研修を受けた教員が、日常的 。応急

的手当を行 うことが適当であるかどうかの意見の提出を受けること。

④ ①の研修に際 して、教員は、主治医等の指導の下、 (5)の 一般的なマニュ

アルに当該児童生徒等に関する留意点を加えた当該児童生徒等に係 るマニュア

ルを作成 し、主治医の承認を得ること。なお、マニユアルは、主治医等の判断

により、チェックリス トの形式をとることも認められること。

※  (5)及 び (6)の 具体的な研修内容については、別添を参考とすること。

(7)医療的ケアの実施          ′

看護師が対応す る場合

① 看護師による対応 に当たつては、看護師は、主治医から当該児童生徒等に関

する書面による必要な指示を受けること。

② 保護者は、当該児童生徒等が登校する日には、その日の当該児童生徒等の病

状及び医療的ケアを希望する旨記載 した連絡帳を作成 し、当該児童生徒等に持

たせること。

③ 看護師は、②の連絡帳を当該児童生徒等の登校時に確認すること。

④ 看護師は、実施の際、特に気付いた点を連絡帳に記録すること。

⑤ ①の書面及び②の連絡帳は、学校に保管すること。
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⑥ 看護師は主治医等に対 して、連絡帳に基づいて定期的な報告を行 うこと。

⑦ 万一異常があれば直ちに中止 し、保護者及び主治医等に連絡 し、必要な応急

的措置をとること。

教員が 日常的・応急的手当を看護師との連携の下に対応する場合

① 教員による日常的・応急的手当の実施に当つては、看護師は、主治医か ら当

該児童生徒等に関する書面による必要な指示を受け、看護師の具体的指示の下

に進めること。

② 初めて教員が 日常的 。応急的手当を行 う場合は、看護師が立会 うこと。また、

必要に応 じあらかじめ看護師に相談 し、又はその指導を求めること。

③ 保護者は、当該児童生徒等が登校する日には、その 日の当該児童生徒等の病

状及び 日常的 。応急的手当を希望する旨記載 した連絡帳を作成 し、当該児童生

徒等に持たせること。

④ 教員は、③の連絡帳を当該児童生徒等の登校時に確認すること。連絡帳に保

護者から病状に異常があると記載 されている場合は、 日常的・応急的手当を行

う前に、看護師に相談すること。

⑤ 教員は、個別マニュアルに則 して、日常的 。応急的手当を実施するとともに、

実施の際、特に気付いた点を連絡帳に記録すること。

⑥ ①の書面及び③の連絡帳は、学校に保管すること。

⑦ 教員は主治医等に対 して、連絡帳に基づき定期的な報告を行 うこと。

③ 万―異常があれば直ちに中止 し、看護師の支援を求めるとともに、保護者及

び主治医等に連絡 し、必要な応急措置をとること。

(8)主治医の定期的医学管理

保護者は、定期的に当該児童生徒等の主治医に診察させ、適切な指示を受ける

こと。               .

【注意】この資料は,平成17年度「盲・聾・養護学校における医療的ケア実施体常1整備事業」実施要

項において示した実施体制整備のガイドラインである。

平成10年度から実施してきた「養護学校等における医療的ケアモデル事業」の成果を引き継ぎ,

平成16年 10月 に厚生労働省医政局長通知において,一定の条件のもとに教員によるたんの吸引等ヘ

の関与が許容されたことを踏まえて見直されたものである。

※ 1 原文は,盲・ 聾・養護学校
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(別  添 )

日常 的 口応 急 的 手 当 に 対 応 す る教 員 に 対 す る研 修

看護師 との連携 により、 日常的 。応急的手 当に対応す る教員に対す る研修 は以下

を基本 として実施 され ることが適当であるが、具体的内容 は、教員 が現 に有す る知

識や技能、児童生徒等の障害の状態等を考慮 し、専門家等の意見をもとに各 自治体

において個別に判断 され ること。

記

1.研修の内容

研修の内容は、以下の一般研修及び個別研修で構成 され るものであること。

(1)一般研修

①基礎分野

児童生徒等の身体の成長・発達及び医療的ケアが必要 となる疾患・障害に関

す る基礎 を理解す る とともに、児童生徒等の健康状態の観察方法及び異常が生

じた際の緊急対応の基礎 (救急蘇生法を含む。)を修得す るもの。

②専門分野

日常的・応急的手 当に関す る一般理論 を理解す るとともに、基本的手段 (異

常が生 じた際の緊急対応 を含む。)を修得す るもの。

(2)個別研修

医療的ケアが必要な個 々の児童生徒等について、その身体状況及び医療的ケ

アの実施 に際 しての留意事項を理解す るとともに、当該児童生徒等 に対す る個

別的な手技 (異常が生 じた際の緊急対応 を含む。)を修得す るもの。

2.研修の実施

研修の実施 に当たつては、以下に留意す るものであること。

(1)研修プログラムの作成

研修を実施す る教育委員会又は学校において、研修プログラムを作成すること。

(2)学校医や専門団体の協力の確保

研修プログラムの作成、研修の実施及び事後評価の各段階を通じて、学校医
や地域の医師会等の専門団体の協力を得 ること。

(3)保護者及び主治医等の同意の確保

児童生徒等に対す る実際の手技 を伴 う研修 に当たつては、保護者及び主治医

等 と事前に十分 な協議 を行い、その同意 を得 ること。

(4)一般研修 にお ける基本的手技の確実な修得

一般研修において人形等を用 いて基本的手技の研修 を実施す る際には、結果

の評価 を行 つた上で、必要 と認 め られ る場合には研修時間を延長す るな どによ

り、確実に手技 を修得 させ ること。

(5)個別研修 における保護者及び主治医等の立ち会い

個別研修は、保護者及び主治医等 の立ち会いの もとに実施 し、異常が生 じた

際における緊急対応 に万全 を期す ること。
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